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（１）地盤沈下の状況

　本県の地盤沈下は地下水採取と天然ガスかん水の

採取が主な要因となっています。

　地域別に地盤沈下の推移を見ると、東葛、葛

南、千葉・市原、君津地域では、急激な産業の

発展、人口の増加に伴う地下水の採取量の増加

や天然ガスかん水採取量の増加により、昭和40

年代には年間20cmを超える沈下地域が出現して

いましたが、工業用水法、県公害防止条例等の

法令や公害の防止に関する協定等による地下水

及び天然ガスかん水の採取規制・指導、葛南地

域における可燃性天然ガス鉱区の買い上げ等の

効果があらわれ、地盤沈下は、一部の地域にお

いて継続しているものの、全体的には沈静化の

傾向を示しています。（図表4-4-1）

　北総地域では、近年、地下水採取量は減少傾

向にありますが、一部地域では地盤沈下が継続

しています。

　また、九十九里地域では、昭和48年まで毎年

10cm前後の沈下が見られる地域もありました

が、その後、沈下量は減少しました。しかし、

現在でも継続して地盤沈下が見られる地域があ

ります。

―185―



主要地点における経年地盤変動の状況

地域別・沈下量別地盤沈下面積

　27年1月1日の標高と28年1月1日の標高の差から1

年間の地盤変動量を取りまとめた結果、27年の地盤

変動調査面積は3,207.9km2（47市町村）であり、この

うち地盤沈下が見られた地域の面積は2,918.6km2で

26年の1,129.1km2に比べ増加しました。（図表4-4-2、

4−4−3）

　また、沈下量別で見ると、年間沈下量2cm以上の

地盤沈下面積は21.9km2であり、26年の1.7km2に比

べ増加しました。

　なお、27年の最大沈下地点は八街市八街ろにあ

る *水準点で、その沈下量は2.51cmでした。
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地盤変動の状況（1年間変動図）

（27年1月1日〜28年1月1日）

1年間沈下量
2cm以上

1年間沈下量
2cm未満

地盤沈下がみられ
ない地域

調査対象外地域
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地下水は、雨水や河川水等の地下浸透により

補給されますが、この浸透は極めて緩慢なため、

補給量以上に地下水を採取すると地下水位が低

下し、これに伴い地層が収縮し、地盤沈下発生 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の原因となります。 
このため、県では 市町村 か所に 井

の地下水位観測井（うち 地盤沈下観測井を兼

ねるもの 井）を設置し、地下水位及び地盤

沈下（地層収縮）の観測を行っています。

（図表 ） 
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（２）地下水位等の変動状況
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地下水は、雨水や河川水等の地下浸透により

補給されますが、この浸透は極めて緩慢なため、

補給量以上に地下水を採取すると地下水位が低

下し、これに伴い地層が収縮し、地盤沈下発生 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の原因となります。 
このため、県では 市町村 か所に 井

の地下水位観測井（うち 地盤沈下観測井を兼

ねるもの 井）を設置し、地下水位及び地盤

沈下（地層収縮）の観測を行っています。

（図表 ） 
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（２）地下水位等の変動状況
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ア 地下水位の状況

地下水位は、急激な都市化、工業化の発展

に伴う過剰な地下水採取が行われた地域では、

地下水位が大きく低下しました。その後、工

業用水法を始めとする法令等に基づく地下水

の採取規制及び地下水から表流水への水源転

換等により、一部の地域では地下水位が徐々

に上昇し、千葉・市原地域では自噴井も再び

見られるようになっています。 
イ 地盤沈下（地層収縮）の状況

地盤沈下観測井による地層別の収縮量の観

測を行っています。（図表 ） 
図表 地盤沈下観測井による観測結果 

（注）１．変動量は＋は膨張したことを、－は収縮した
ことを示す。 

２．千葉－１（東寺山）観測井：千葉市観測の値（提供） 

県環境保全条例の地下水採取規制指定地域内

では、法令による地下水採取規制、環境保全協

定等の地下水採取削減指導により、地下水揚水

量は経年的には減少傾向にあります。（図表

図表 地下水揚水量の経年変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年の地下水揚水量は、 千 ／日で、

年の地下水揚水量とほぼ同じであり、用途別

に見ると水道用が全体の ％を占めていま

す。（図表 ）

また市町村別では、市原市、八千代市、佐倉

市、柏市、野田市、四街道市が多い状況です。 
図表 地域別・用途別地下水揚水量 

（単位：千 m３/日） 
（注）１．（ ）内は 26 年の揚水量。 

３．揚水量は、四捨五入しているため、各地域の計と、
合計が異なる場合があります。 

４．各地域の市町村名 
東葛：野田市、柏市、流山市、松戸市、我孫子市 
葛南：浦安市、市川市、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、 

八千代市 
千葉・市原：千葉市、四街道市、市原市、長柄町 
君津：木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 
北総：成田市（旧大栄町を除く）、佐倉市、八街市、印西市、

白井市、栄町、富里市、酒々井町、山武市（旧山武
町のみ）、芝山町 

年の東日本大震災では、九十九里平野北部、

利根川低地、東京湾岸埋立地北部で、人工地層

（埋立や盛土といった人工的に作られた地層）

を中心に液状化－流動化現象が発生しました。

（図表 ） 
東京湾岸埋立地北部では全域が一様に液状化

－流動化したわけではなく、幅 程度・長さ

程度の局所的な部分に集中して、数十ｃｍ

もの沈下が発生しました。 
このような沈下は、過去の地震でもほとんど

例がなく、発生メカニズムについては十分な解

観測井名
井戸深

度 ｍ

変動量

（ ）
観測井名

井戸深

度（ｍ）

変動量

（ ）

野田－２ 市原－１

我孫子－１ 袖ケ浦－２

市川－２ 君津－１

浦安－１ 成田－４

習志野－１ 佐倉－１

千葉－１ 九十九里－４

地域 工業用 ビル用 水道用 農業用 その他 計 前年比

東葛

葛南

千葉・

市原

君津

北総

合計

（３）地下水揚水量の推移及び現状

（４）東日本大震災による液状化－流動化の状況

２．揚水量は、年間揚水量を365日で除して表示しています。 
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明に至っておらず、引き続き調査しています。 
図表 東日本大震災による液状化－流動

化現象発生地点 

 

 
（５）地下水汚染の状況

ア 地下水汚染の確認事例

県内の 年度末現在の地下水汚染の確認

事例数（地下水の水質汚濁に係る環境基準

項目の超過）は 市町村で 地区であり、

そのうちトリクロロエチレン等揮発性有機化

合物による地下水汚染が確認されているのは

市町の 地区、砒素等重金属等による地

下水汚染が確認されているのは 市町村の

地区、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素によ

る汚染が 市町の 地区等となっています。

イ 地下水の水質状況

県は、「水質汚濁防止法」に基づき毎年度測

定計画を定め、地下水質の汚濁状況を常時監

視しています。 
（ア）概況調査

県内の地下水の状況を把握するため、県全

域を２ のメッシュ（場所によっては１

（６）地下水の主な汚染原因

汚染原因が特定又は推定された事例では、揮

発性有機化合物による汚染は、「工場・事業場（特

に洗濯業）」における排水、廃液、原料等の不適

正な処理が原因と思われる場合がほとんどです。 
また、重金属等による汚染は「自然的要因」、

「工場・事業場」が、硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素による汚染は「家畜排せつ物の不適切な処

理」や「生活排水対策の未整備」、「過剰施肥」

等が原因と考えられます。 
 

（７）土壌汚染の状況

ア 農用地の状況

農用地土壌の重金属濃度については、県内

全域の 地点を対象に調査を実施していま

す。 
これまでに、「農用地の土壌汚染防止等に関

する法律」に基づく農用地土壌汚染対策地域

の指定はありません。 
イ 市街地の状況

「土壌汚染対策法（ 年２月施行、 年４

月改正施行）」に基づき、土地所有者等が土壌

汚染の状況を調査した結果、基準の超過があ

メッシュ）に分割し、10年又は５年で県内全域

を調査しています。

　27年度は189(県実施106)本の井戸を測定し、

28(県実施13)本の井戸で地下水の環境基準を超

過している（砒素が５本、トリクロロエチレン

が１本、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が20本、

ふっ素が１本、１，４－ジオキサンが１本）こ

とが確認されました。

（イ）継続監視調査

　地下水汚染が確認された地域の汚染状況を継

続的に監視するため、汚染地域においてモニタ

リングのための井戸を選定し、水質を調査して

います。

　27年度は、測定した井戸129(県実施39)本のう

ち、地下水の環境基準値を超過した井戸が90(県

実施32)本確認されました。
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った土地は要措置区域等に指定されます。

年３月末現在（政令市を除く）で要措置区域

が７件、形質変更時要届出区域が 件となっ

ています。（図表 ） 
図表 要措置区域等一覧（政令市を除く） 

     （28 年 月末現在） 

指定の 
種類 

指定 
年月

日 

指定区域 
（地番） 

面積 
(㎡) 

特定有害物
質 
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区域

年

月

日
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ｼｽ ｼﾞｸﾛﾛｴ

ﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ、 ﾄﾘｸﾛ

ﾛｴﾀﾝ及びﾄﾘｸﾛ

ﾛｴﾁﾚﾝ

要措置

区域

年

月

日

鎌ケ谷市南鎌ケ谷

四丁目 番 の一

部、 番 、

番 の一部

ｼｽ ｼﾞｸﾛﾛｴ

ﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ及びﾄﾘｸﾛﾛｴﾁ

ﾚﾝ

要措置

区域

年

月

日

旭市琴田字一番割

番の の一部、

番 の一部、

番の一部、

番の一部、 番の

一部、 番の一

部、 番の一部、

番の一部及び

番 の一部

トリクロロエ

チレン並びに

ふっ素及びそ

の化合物

要措置

区域

年

月

日

四街道市物井字出

口 番 の一部、

番 の一部及

び 番 の一部

ほう素及びそ

の化合物

要措置

区域

年

月

日

旭市ニ字太四郎台

番の一部
ベンゼン

要措置

区域

年

月

日

八千代市大和田新

田字長兵衛野 番

の一部

カドミウム及

び そ の 化 合

物、六価クロ

ム化合物、鉛

及びその化合

物並びに砒素

及びその化合

物

要措置

区域

年

月

日

茂原市茂原字野巻

戸 番 の一部

砒素及びその

化合物並びに

ふっ素及びそ

の化合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

佐倉市上志津

字矢橋 番
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

流山市流山

字東谷 番

ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ､ｼｽ ｼﾞｸﾛ

ﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾘｸﾛ

ﾛｴﾁﾚﾝ

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

君津市君津 番の一

部

ふっ素及びその

化合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

君津市君津 番、

番、 番、 番

及び 番の一部

ふっ素及びその

化合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

袖ケ浦市長浦字拓

弐号 番 の一

部、 の一部及び

の一部

ふっ素及びその

化合物並びに砒

素及びその化合

物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

山武郡横芝光町新

井字舞台地先、字矢

井道地先、字六反町

地先、字五反町地

先、字中町地先、字

沼地先、字根之町地

先、字鍵免地先、字

松内地先、字境田地

先及び字小島地先

並びに篠本字稲荷

地先、字下埜地先、

字下五町地先、字内

新田地先、字上五町

地先及び字上新五

町地先

砒素及びその化

合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

旭市琴田字一番割

番の一部及び

番の一部

ふっ素及びそ

の化合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

香取市大戸字登り

大縄 番 の一

部他

砒素及びその

化合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

木更津市築地 番

及び 番

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

茂原市早野字 番原

番 、字毛無塚

番 、字毛無塚

台 番 及び

番、字三番原

番及び

番、字昭和 番

、字中ノ窪 番

並びに字二番原

番の一部

カドミウム及

び そ の 化 合

物、六価クロ

ム化合物、水

銀及びその化

合物、鉛及び

その化合物、

砒素及びその

化合物、ふっ

素及びその化

合物並びにほ

う素及びその

化合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

富津市新富 番の

一部、 番 の一

部、 番 の一部、

番 の一部、

番 の一部及び

番 の一部

砒素及びその

化合物

形質変更

時要届出

区域

年

月

日

浦安市北栄３丁目

番 、 番

地先、 番 、

番 、 番 、

番 の一部、 番

の一部、 番

の一部、 番 、

番 の一部、

番 、 番 地先、

六価クロム化

合物、ふっ素

及びその化合

物並びに砒素

及びその化合物

砒素及びその

化合物並びに

ふっ素及びそ

の化合物
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